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大和郡山市　昭和地区公民館

変圧器更新業務仕様書

　この仕様書は、昭和地区公民館のキュービクル内における変圧器更新業務を示すもので、現場の状況に応じて、本書に記載されていない軽微なものについても誠意を持って行うものとし、この業務を遺憾のないよう実施するものとする。
　なお、本仕様書で甲とは委託者、乙とは受託者をいう。

１．業務場所
大和郡山市馬司町３３１番地５６　大和郡山市　昭和地区公民館地内

２．業務期間
契約日～令和８年７月３１日（火）

３．業務要員
すべての業務を完遂するに必要な人員を配置しなければならない。

４．業務日・時間
業務は、大和郡山市役所昭和支所及び昭和地区公民館が完全に停電するために、支所・公民館が同時
に休業日となる祝日又は、公民館が休館日で支所業務が終了している水曜日午後６時以降に行うもの
とする。
ただし、甲の業務及び、来館者に迷惑のかからないように充分注意して行うものとする。

５．業務の実施計画と報告
業務の実施に当たっては、事前に甲の承認を受け、また、業務終了後は業務完了届により甲に報告するものとする。

７．業務場所・内容等
（１）キュービクル内の単相変圧器30KVA１基を同等品と交換する。
変圧器　　三菱　ＳＦ型Ⅰ種
製造番号　Ｍ１８１００３
製造年　　１９８６年
容量　　　３０
台数　　　１台
（２）撤去した変圧器を約２０ｍ横の倉庫（陶芸用の焼き窯倉庫内）に移動し、保管する。
（３）事前にキュービクル内、保管用倉庫を確認すること。



９．委託料の支払い
（１）本業務にかかる委託料は、業務完了後、速やかに請求書を発行し、甲が指示する宛先に送付
すること。
（２）甲は、３０日以内にこれを乙に支払うものとする。

１０．再委託の禁止
[bookmark: _GoBack]業務について、受託者は原則として当該業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

１１．その他
（１）この業務にあたっては、甲の事務に支障のないよう十分注意し、作業上での衛生等に、特に注意　　
をすること。
（２）この業務実施中に、破損箇所を発見したときには、直ちに係員に報告すること。
（３）この業務実施中に、建物等の施設並びに来館者及び近隣の私有物等に損害を与えたときは、乙の
負担で復旧しなければならない。
（４）その他細部については、係員の指示を受け作業を行うこと。
（５）この仕様書に基づくものの他は、甲と乙とが協議して定めるものとする。

